
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、国の方針で新築よりも既存ストックの活用が言われ

ています。既存の建物を増築したいとか、用途を変更して別

の用途として再活用したいとの要望が多くありますが、そ

れには既存建物の建築確認申請書の副本と完了検査済証が

不可欠となります。 

弊社は指定確認検査機関であり、一級建築士事務所を新た

に開設し、「検査済証のない建築物にかかる指定確認検査機

関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライ

ン」（平成２６年７月国土交通省）に沿った調査業務を始め

ました。 

調査業務の実施（躯体調査の実施） 

ガイドラインに必要な資料は、工事中の工事監理報告書に添付されている様なものですが、現地で目視での確認が

できるものはいいですが、目視できない構造躯体の強度や背筋状況等は苦慮します。下記の調査に関するコンサル

ティング業務が生じる場合は、業者をご紹介することも可能です。 
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■主とした業務 

▷構造躯体の強度確認 

▷構造躯体の配筋状況確認 

▷コア抜き試験 

▷掘削手斫りによる配筋状況確認 

▷磁気探査による鉄筋本数・間隔確認等、 
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ガイドライン調査フロー  弊社への調査依頼 
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検 
「検査済証のない建築物にかかる指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査 

のためのガイドライン」（平成26年7月 国土交通省）に基づく建物の調査業務全般を行います 

目視等にて調査できるものを含め、建築基準法第 12 条

5 項の報告書としてまとめる。これらの業務は一級建築

士事務所で可能な業務ですが、弊社は指定確認検査機関

としての名前を持つ会社のため、より信頼性のある第三

者機関として活動しております。 


